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剣道五・四段審査会の開催について 

 

 

標記審査会が下記のとおり実施される旨、千葉県剣道連盟より案内がありましたので、各団体におかれ

ましては受審資格に該当する会員に周知せられ、手続き下さるようお願い致します。 

 

 

記  

 

① 期   日 令和６年３月９日（土） ※五・四段の開始式終了後の受付はいたしません。 

 【五段】 午前 ８時５０分～ ９時１０分受付（時間厳守）９時３０分 開始予定  

【四段】 午後１２時３０分～１２時５０分受付（原則） １３時００分 開始予定  

（五段審査終了時間により変動有 ） 

② 認定会会場 千葉県武道館 / 千葉市稲毛区天台町３２３ / 当日連絡先 070-1345-8483 

③ 受審資格   (1) 前段取得 

 ア 四段は令和３年３月３１日以前に三段を取得した者  

イ 五段は令和２年３月３１日以前に四段を取得した者  

(2) 年齢基準は審査当日とする。 

④  申込期日    令和６年２月２０日（火）必着 

⑤  申 込 先    〒274-0825 習志野市剣道連盟事務局 堀内則明宛 TEL：090-8107-1335 

⑥  審査料     四段 １０，０００円 五段 １２，０００円 （申込と同時に納入） 

⑦  審査科目  （１） 実技（面マスク 又は シールド のいずれかを着用してください） 

 （２） 日本剣道形（四・五段共太刀７本、小太刀３本）  

（３） 学科 （実技合格者のみ提出） 

 下記学科問題（各段位３問）の解答を指定の解答用紙にボールペン（黒）で記し 

 指定のサイズ（長３ 縦２３５㎜×横１２０の封筒 に三つ折で入れて審査会場に 

 持参のこと。 

 ｱ．それぞれ１行目に番号と問題を書き、次の行から解答を記入のこと。 

 ｲ．受付にて受審番号を確認後、解答用紙に記入のこと。 

 ｳ．封筒にも受審番号と氏名をボールペンで記入のこと。 

（※学科特例措置 五段受審者 （実技合格者のみ提出） 社会体育指導員剣道初級 

の認定を受けた者は、当該認定をもって学科合格に 替えるものとするので、認定 

証のコピーを提出（上記指定の封筒に入れｳ．に従う） すること。 



 

＜ 学 科 問 題 ＞ 

（※千葉県剣道連盟発刊「剣道学科（初段～五段）・審査の問題と解答例」より出題） 

（※ 解答用紙１枚に記入しきれない場合は、同用紙の裏面を使用して下さい） 

● 五段 １ 全剣連制定の剣道の理念及び剣道修錬の心構えを書きなさい。 

 ２ 引き立て稽古について述べなさい。 

 ３ 審判員としての心構えについて書きなさい。 

● 四段 １ 全剣連制定の剣道の理念及び剣道修錬の心構えを書きなさい。 

２ しかけ技の種類を書きなさい。 

３ 日本剣道形の必要性と効果について述べなさい。 

 

⑧ その他 （１） 申込書に段位別の通し番号を付けること。 

（２） 前段を旧姓で登録した者は、（ ）で旧姓を記入すること。 

（３） 審査料については、申込みと同時に納入し、以後返金はしない。 

（４） 越境受審は認めませんので受付の際特に注意のこと。 

（５） 実技合格者で剣道形の受審をしない、または学科の提出の出来ない場合は 実技合格は 

取り消しになり最初からの受審になります。 

（６） 当日「保険証」を必ずお持ち下さい。 

（７） 当日、合格者本人による仮登録を行います。 

登録料（五段１９，０００円 四段 １３，０００円） 

と、書類記入のための筆記具（ボールぺン） をご準備下さい。 


